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平成２４年２月２３日 

豊田市議会議長 

 河 合 芳 弘  様 

災害対策検討特別委員会 

                         委員長 加 藤 昭 孝 

 

災害対策検討特別委員会調査研究結果報告書 

 

本委員会は、平成２３年５月１８日の本会議において設置されて以来、委員会の設

置目的である、東日本大震災を教訓とし、巨大地震等の災害時における危機管理及び

大規模災害時における議会の役割、対応、体制等の確立について調査研究を進めてき

た。 

これまでの経過と平成２３年度の活動について、その結果を報告する。 

 

記 

 

１ 設置の経過 

（１）平成２３年３月１１日発生した東北地方太平洋沖地震は、日本における観測史

上最大の規模、マグニチュード９．０を記録した。 

気象庁の発表によると、震源域は長さ約４５０km、幅約２００kmの広範囲に

及び、この地震により、場所によっては最大４０．５m に及ぶ大津波が発生し、

東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害をもたらした。 

大津波以外にも、地震の揺れや液状化現象、地盤沈下などによって、東北と関

東の広大な範囲で被害が発生し、各種ライフラインも寸断された。地震と津波に

よる被害を受けた東京電力福島第一原子力発電所では、全電源を喪失して原子炉

を冷却できなくなり、大量の放射性物質の放出を伴う重大な原子力事故に発展し

た。この事故により、原発のある地域を中心とする周辺一帯の住民は長期の避難

生活を強いられている。 

 

（２）豊田市は、平成１４年４月には東海地震の地震防災対策強化地域に指定され、

平成１５年１２月には東南海・南海地震防災対策推進地域に指定されている。 

また、平成１７年４月の合併によって、全市域が「東海地震に係る地震防災対

策強化地域」及び「東南海・南海地震防災対策推進地域」に指定されることとな

った。 

   これまでこれらの地震は、１００年から１５０年周期で同時に発生していた。

しかし、１９４４年（昭和１９年）に東南海地震、１９４６年（昭和２１年）に

南海地震が発生したが、東海地震は発生せず、前回から１５０年以上経過してい

る。東海地震は、特に地震発生の原因となる地殻のひずみが限界に来ており、い

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8B%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%89#.E3.83.9E.E3.82.B0.E3.83.8B.E3.83.81.E3.83.A5.E3.83.BC.E3.83.89_Mw
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%9C%B0%E6%96%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E6%9D%B1%E5%9C%B0%E6%96%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%B2%E7%8A%B6%E5%8C%96%E7%8F%BE%E8%B1%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%9B%A4%E6%B2%88%E4%B8%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%9B%BB%E5%8A%9B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%9B%BB%E5%8A%9B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E5%B0%84%E6%80%A7%E7%89%A9%E8%B3%AA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E4%BA%8B%E6%95%85
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つ地震が起きてもおかしくないと言われている。 

   東日本大震災発生後、これらの地震３つが連動して発生するという事態も想定

され、巨大地震に対する対策が最大の急務であり、課題となっている。 

   このような状況に鑑み、東日本大震災を教訓とした巨大地震等の災害時におけ

る危機管理及び大規模災害時における議会の役割、対応、体制等の確立について

調査研究すべく委員会を立ち上げることとなった。 

 

（３）平成２３年５月１８日の本会議において設置され、１１名の委員が選出された。

安藤康弘 伊井房夫 板垣清志 加藤昭孝 加藤和男 田代研 中村孝浩 

根本美春 三江弘海 光岡保之 山田和之 

    

なお、山田和之委員は、平成２３年１２月２日に逝去された。 

 

（４）同日開催された委員会において、委員長に加藤昭孝、副委員長に三江弘海をそ

れぞれ互選した。 

 

２ 調査研究事項 

本委員会は、今後の防災のあり方と、その際、議会としてどのようにかかわるのか

を調査研究することとし、目的、テーマ及び具体的な調査研究事項については、次の

とおりとすることとした。 

（１）目的 

  東日本大震災を教訓とし、巨大地震等の災害時における危機管理及び大規模災害

時における議会の役割、対応、体制等の確立について調査研究する。 

 

（２）テーマ 

今後の防災対策のあり方と議会のかかわり方 

 

（３）調査研究事項 

①今後の防災体制（危機管理）のあり方について 

７市町村合併後、平野部、山間部の防災体制（危機管理）のあり方が問われて

いる。東海豪雤や稲武ダウンバーストなどの検証を行いつつ、今後の防災体制

（危機管理）のあり方について調査研究する。 

 

②議会のかかわり方について 

   巨大地震や大規模災害時における議会、議員のとるべき行動などとともに、本

市がとる防災体制（危機管理）とのかかわり方を調査研究する。 

 

（４）調査期間 

平成２３年５月１８日～平成２４年１月１６日 
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３ 委員会開催状況と内容 

回 期  日 内     容 

１ 平成２３年５月１８日（水） ・正副委員長の互選 

２ ６月 ８日（火） 
・調査研究テーマ及び年間活動スケジュールの検討 

・行政視察の日程の調整 

－ ６月２２日（水） 

・被災地派遣職員等の報告 

  「自衛隊による東日本大震災対処の状況」 

  「東日本大震災の被災地における活動」 

３ ７月 １日（金） 

・豊田市の地震対策の現状、想定される被害状況等 

について執行部（社会部）の聞取り調査 

・調査研究テーマの検討 

４ ７月２９日（金） 

・調査研究テーマの選定 

・過去の災害事例について説明 

・新豊田市地震対策アクションプランについて説明 

５ ８月１８日（木） 

・過去の災害事例の検証等（社会部） 

・新豊田市地震対策アクションプランの実施状況に 

ついて概要説明（社会部） 

・大規模災害時における議会、議員のとるべき行動 

及びかかわり方の検討 

・視察先候補地の選定 

・防災講演の確認 

６ 

 

防災講演 

９月２７日（火） 

・防災講演（勉強会）の実施 

  講演テーマ 「地域防災対策について」 

  講師 栗田暢之氏 

・防災講演についての意見交換 

・行政視察先の事前説明 

－ 
行政視察 

９月２８日（水） 

・行政視察の実施 

愛知県安城市 安城市議会地震等災害対策本部 

設置要綱について 

－ 

行政視察  

１０月４日（火） 

     ～１０月６日（木）   

・行政視察の実施 

新潟県長岡市 地域防災力強化の取組について 

新潟県三条市 減災対策の推進について 

東京都荒川区 地域防災力の向上策の取組につ 

いて 

７ １０月１７日（月） 

・行政視察の総括及び意見交換 

・豊田市議会地震等災害対策本部設置要綱（案）に 

ついて 

資料２ 

【調査研究テーマ】（素案） 
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回 期  日 内     容 

８ １１月 ７日（月） 
・提言事項の検討 

・提言（案）について 

９ １１月３０日（水） 
・提言事項の決定 

・調査研究結果報告書（案）について 

10 １２月１９日（月） ・調査研究結果報告書（案）について 

11 平成２４年１月１６日（月） ・調査研究結果報告書（案）について 

 

※【用語の説明】 

 

 

 

 

 

●東海地震 

・ 昭和４０年代から、静岡県の駿河湾を震源域とする大規模地震発生の可能性が指摘され

ている。これを想定東海地震と呼んでいる。東海地震に備えるため、昭和５３年に「大規

模地震対策特別措置法」が施行された。 

・ 昭和５４年におおよその震源域（静岡県西部・駿河湾一帯）が想定されていたが、これ

までの観測データを基に、平成１３年に想定震源域が見直しされた。 

・ この見直しに伴い震源域が西方（浜松市付近）に拡大し、豊田市の南西部で震度６弱以

上の予測値が出された。 

●東南海地震 

・ 静岡県西部（浜松市付近）から和歌山県紀伊半島の沖合いを震源域とする地震で、過去

１００年から１５０年の間隔で繰り返し発生している。 

・ 国の発表では、マグニチュードは８前後と予測しており、豊田市においては南西部で

震度６弱以上の予測値が出されている。 

・ 東南海地震等に備えるため、平成１４年７月に「東南海・南海地震に係る地震防災対

策の推進に関する特別措置法」が公布された。 

●南海地震 

 ・ 南海地震は、紀伊半島の紀伊水道沖から四国南方沖を震源とする周期的な巨大地震の呼

称でマグニチュード８級の海溝型地震が１００年から１５０年の間隔で繰り返し発生し

ている。 

 ・ 過去の記録からは、東海・東南海地震とほぼ同時に連動、または２年程度までの間隔を

あけて連動して発生している。 

●東海豪雨 

・ 平成１２年９月１１日、１２日を中心に愛知県名古屋市及びその周辺で発生した豪雤災害 

●稲武ダウンバースト 

・ ダウンバーストとは気象現象の一つで、局地的かつ一時的に上空から吹く極端に強い下

降気流。平成１９年７月１２日に豊田市の稲武地区で起きた突発的災害は、このダウンバ

ーストの発生によるものである。 



 

４ 調査研究結果 

（１）調査の概要 

本委員会は、平成２３年５月１８日に設置されて以来、「３ 委員会開催状況と

内容」のとおり、これまで１１回にわたって委員会を開催してきた。 

この間、執行部に対し、平成１８年２月策定の「新豊田市地震対策アクションプ

ラン」はじめ本市における大規模地震の地震防災対策の概要について、適宜、説明

を求めて質疑を行うとともに、地震対策の現状、想定される被害状況等について聴

き取り調査などを行った。 

また、過去の災害事例（平成１２年９月発生の東海豪雤災害及び平成１９年７月

発生の稲武地区突発災害）について執行部から説明を聴取し、それぞれの災害事例

について検証を行うとともに、意見交換等を行った。 

さらに、委員会の現地調査として、新潟県中越地震の被災地であり、地震対策の

先進地である新潟県長岡市及び三条市並びに災害対応力で高評価（防災力ランキン

グ１位）の東京都荒川区について調査を行った。あわせて、県内では安城市におい

て、安城市議会地震等災害対策本部設置要綱などの整備状況について調査を行った。 

  なお、地域防災対策について、特定非営利活動法人レスキューストックヤードの

代表理事である栗田暢之氏を講師としてお招きし、防災に関する講演を行い、本委

員会の調査研究の参考とした。 

  

調査研究の結果の内容については、以下のとおりである。 

 

（２）想定される被害状況  

■ 予想される地震災害 

本市に被害を及ぼすと考えられる地震は、東海地震、東南海地震、東海地震及

び東南海地震の連動が予想される。また、市北西部に存在する猿投－境川断層等

の活断層による地震が想定される。 

本市の地震対策は、想定される地震の中で、最も大きな被害を及ぼすと予想さ

れる東海地震と東南海地震が連動した場合を想定して行われている。 

また、本市は東海地震の地震防災対策強化地域及び東南海・南海地震の地震防

災対策推進地域に指定されており、南部の一部に震度６強が想定されている。 

 

   なお、東日本大震災は、想定された事態を超える大災害であり、今後想定され

る地震についても想定のあり方の見直しを考慮すべき事態が生じている。 

今後、本市においても東海地震、東南海地震・南海地震のそれぞれの地震の対

応に加えて、３つが連動する地震の発生を想定した防災対策の強化・促進が求め

られるところである。 
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■ 東海地震・東南海地震が同時発生した場合の震度予測、被害予測等 

 

想  定  項  目 区    分 想定結果 

計測震度面積分布率 

震度５弱以下 ７３％ 

震度５強 １９％ 

震度６弱 ８％ 

震度６強 若干 

震度７ ０％ 

液状化危険度面積分布率 

かなり低い ８９％ 

低い ６％ 

高い ４％ 

かなり高い １％ 

建物被害件数 
全壊棟数 約６００棟 

半壊棟数 約３,２１０棟 

火災発生件数（１８時） 
出火件数 約１０件 

焼失棟数 約２０棟 

ライフライン機能支障 

上水道 約３０，０００戸 

都市ガス 約９，５００戸 

ＬＰガス 約２，６１０戸 

電力 約２３，１９０口 

電話 約４，１００件 

下水道 約８００人 

人的被害 

５時 
死者数 約１０人 

負傷者数 約７６０人 

１２時 
死者数 約１０人 

負傷者数 約５６０人 

１８時 
死者数 約１０人 

負傷者数 約５４０人 

帰宅困難者数（突発時） 約６０，０００人 

１日後の 

避難場所生活者 

自宅建物被害による避難 約１，２４０人 

ライフライン支障による避難 約１１，０００人 

愛知県東海地震・東南海地震等被害予測調査報告書（愛知県防災会議地震部会、

平成１５年３月による。） 
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※ 本市における東海・東南海連動被害予測を図示すると、次のとおりである。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ また、東海・東南海連動液状化危険度を同様に図示すると、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図は、愛知県東海地震・東南海地震等被害予測調査報告書から抜粋） 

 

 

 ：極めて高い 

：高い 

：低い 

：極めて低い 

東海・東南海連動被害予測 

東海・東南海連動液状化危険度 

参 考 

：震度６弱 

：震度５強 

：震度５弱 

：震度４ 

：震度６強 
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（３）本市の地震対策等の現状 

実 施 項 目 等 

①地震対策アクションプランに基づく事業の実施 

ア 東海地震防災対策強化地域指定に伴い、地震対策アクションプラン（地

震対策事業緊急３か年計画）を策定し、平成１５年度から１７年度まで

に１０項目の基本方針に基づく１３２の地震対策事業（約５３億円）を

実施 

イ 合併に伴い強化地域及び推進地域指定が全エリアに拡大したことによ

り、計画を見直し、新たに平成１８年度から２０年度まで、新地震対策

アクションプランを実施（事業数９９、事業費約１０２億５千万円） 

ウ 平成２１年度からは、必要な耐震化対策を推進 

②災害情報支援システムの構築 ※内部開発 

ア 行政情報ネットワークを活用し、地区の防災拠点（交流館、支所）と

災害対策本部（情報管理室）を結ぶ災害情報支援システム（避難者情報、

被害情報）を構築し、災害時の応急復旧体制の迅速化を整備  

イ 平成１７年度に避難者情報に関するシステム開発 

③防災行政無線の整備 

ア 住民への避難情報の一斉伝達体制を構築するために、防災行政無線の

統合及びデジタル化 

イ 平成１９・２０年度整備実施（工事費 4,406,358千円） 

・中継局 ８箇所設置 

・同報系屋外拡声子局 ５局増設 

・移動系無線機 ７２０機設置 

④ハザードマップの作成 

ア 愛知県等が作成したデータを基に洪水、土砂災害ハザードマップ及び

地震ハザードマップを作成し、関係住民に配布 

⑤下水道接続型災害用便槽（マンホールトイレ）の整備 

ア 指定避難場所３４箇所に整備 

⑥災害用備蓄の推進 

ア 地区防災倉庫（１７箇所）及び交流館防災倉庫（２０箇所）を設置 

イ 非常食約１７万食（避難者３日分、帰宅困難者：１食）、生活用品等を

備蓄 

⑦自主防災会の結成促進及び活動の充実 

ア 自治区を中心に３２９団体が結成（自治区数３０２、全自治区結成） 

イ 災害時要援護者を含めた「安否確認」や「被害状況の災害対策本部等

への伝達訓練」を実施 

ウ 地域資源（専門知識、専用機械器具など所有者）の活用 

エ 家具の転倒防止対策を中心とした啓発活動の実施 

オ 自主防災会長からの推薦者を対象に防災リーダー養成講座を実施 
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（４）東海豪雨災害後の主な風水害対策 

対策項目 実施内容 備考 

①洪水標識の設置 
洪水ハザードマップの想定浸水深を示した標

識を、市内公共施設等に設置 
 

②「緊急メールとよた」

配信情報追加 

メール配信サービス「緊急メールとよた」で気

象予警報等の配信を開始 
 

③エリアメールの開始 携帯電話のエリアメールサービスを開始  

④緊急情報一斉ＦＡＸ

の整備 

自治区等への、災害情報や避難勧告等の緊急情

報を伝達する一斉ＦＡＸを導入 
 

⑤雤量情報ネットワー

クシステムの整備 

雤量観測情報をネットワーク化し、ホームペー

ジ及びメールで情報発信 
 

⑥矢作川豊田防災ステ

ーションの建設 

水害時の水防活動拠点施設として、水防センタ

ーを建設。水防用資機材を備蓄 
 

⑦一級河川安永川都市

基盤河川改修事業 
中心市街地の浸水被害の軽減を目的  

⑧ポンプ場の機能強化、

新設 

・中部ポンプ場第３ポンプ場増設 

・越戸ポンプ場新設 
 

⑨学校貯留浸透施設や

ため池等の整備 
雤水流出抑制対策、貯留能力約２８万㎥  

⑩矢作川水系における

情報の伝達・交換 

市内１８箇所に監視カメラを設置。映像は防災

防犯課で受信が可能 
国 

⑪一級河川矢作川堤防

整備 
堤防嵩上げ、漏水対策護岸等を実施 国 

⑫高度情報通信ネット

ワークの整備 

県機関、市町村等を無線で結び、各種の防災情

報等を共有 
愛知県 

⑬一級河川矢作川改修

事業 
矢作川右岸越戸地区内の築堤工を実施 愛知県 

⑭二級河川逢妻女川・逢

妻男川改修事業 

概ね５年に１回程度発生する規模の洪水を安

全に流すための河川改修を実施 
愛知県 
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（５）地域防災力の向上の取組 

■ 豊田市市民防災総合演習 

豊田市市民防災総合演習は、阪神・淡路大震災の『発災直後の救助救出活動な

どの防災活動は、そこに居合わせた者が行わざるを得ない。』と言う教訓を生か

し、地域住民が防災技能を習得する事により、地域防災力の強化を目指し平成９

年度からコミュニティ（中学校区）単位に実施している。 

実施にあたっては、地域住民により、訓練部会を組織し企画・運営にあたって

いる。 

平成２２年度からは、地震災害、風水害など、特に訓練の必要性が高い災害を

想定し、積極的に地域の実情に即した訓練としている。 

 

【平成２２年度実績】 

①稲武地区（土砂災害想定） 

・稲武中学校 ８月２９日（日）実施、参加者 ６３０人 

②猿投台地区（東海地震想定） 

・猿投台中学校 １２月５日（日）実施、参加者 １，０００人 

 

【主な訓練内容】 

①情報伝達、避難訓練 

②救急救命講習（救命基礎講習） 

③防災技能講習（初期消火訓練、倒壊家屋救出訓練、応急テント組立訓練、積土のう訓練） 

④避難所運営演習（物資輸送、給食活動、飲料水対策、トイレ対策、環境整備対策、 

災害時要援護者対策、避難所設営、ボランティア活動） 

⑤体験展示コーナー（地震体験、煙道体験、はしご車の試乗） など 

 

【過去の実績】 

回 実施年度 実施地区 回 実施年度 実施地区 

１ 平成 ９年度 逢妻地区 １３ 
平成１８年度 

末野原地区 

２ 平成１０年度 高橋地区 １４ 美里地区 

３ 平成１１年度 保見地区 １５ 平成１９年度 益富地区 

４ 平成１２年度 前林地区 １６ 
平成２０年度 

朝日丘地区 

５ 平成１３年度 石野地区 １７ 猿投地区 

６ 平成１４年度 松平地区 １８ 
平成２１年度 

竜神地区 

７ 
平成１５年度 

井郷地区 １９ 梅坪台地区 

８ 上郷地区 ２０ 
平成２２年度 

稲武地区 

９ 
平成１６年度 

若林地区 ２１ 猿投台地区 

１０ 崇化館地区 ２２ 
平成２３年度 

小原地区 

１１ 
平成１７年度 

若園地区 ２３ 下山地区 

１２ 豊南地区 平成２３年度以降 旭、足助、藤岡地区 
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■ 自主防災会活動支援 

大規模な地震、水害などの大災害発生直後は、防災関係機関（消防、警察）の

対応能力をはるかに超える被害が予想され、住民と地域を守ることができる「自

主防災組織」の活動が必要不可欠である。 

自主防災会が実践戦的な研修・訓練によって真の安全・安心まちづくりの求心

力となるために、育成、活動のための支援を実施している。 

 

【自主防災事業補助金】 

・自主防災会の育成を推進するために、自主防災会が行う防災活動に必要な防災施設

の整備、防災資器材の整備及び組織運営に対し、１／２を補助（限度額３５万円） 

 

【自主防災会活動支援】 

・防災訓練に消防防災専門指導員を派遣及び非常食等の提供 

・防災セミナーで講習（避難所運営ゲーム、クロスロード、災害図上訓練）を実施 

避難所運営ゲーム………発災後の避難所運営として、様々な事情を抱えた人々が

大勢避難してくる状況等にどう対応していくかを模擬体

験するゲーム 

クロスロード……………災害への備えや災害後に起こる様々な問題を自分の問

題として積極的に考えるゲーム 

災害図上訓練……………日常では気づかない地域の災害に対する「弱点」を明ら

かにし、防災の意識を向上させ、訓練終了後には、自動

的に「防災マップ」（※補助対象）が出来上がる。 

 

【自主防災会リーダー養成講座】 

・目的等……災害に対して正しい知識や、防災活動の技術を習得した地域の実践的な

防災リーダーを養成し、総合的な地域防災力の向上を図る 

・平成２２年度修了者 １４３名 
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（６）地震対策アクションプラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、「新」地震対策アクションプランの概要は、次表のとおりである。 

１ 防災意識の普及・啓発の推進 

２ 情報収集・伝達体制の強化 

３ 耐震化対策の推進 

４ 災害応急対策の充実 

５ 災害時要援護者対策及びボランティア支援体制の確立 

６ 関係機関及び民間事業所等との連携強化 

７ 被害調査体制の整備 

８ 公共施設における防災応急体制の確立 

９ 復旧・復興体制の整備 

10 職員教育及び防災訓練の充実 

  
「東海地震防災対策強化地域」指定 
        ↓ 
切迫性の高い地震に対する効果的で効率
的な被害軽減対策 
        ↓ 
「豊田市地震対策アクションプラン」策定 
・計画期間 平成15年度～平成17年度 
・10の基本方針 
・132事業項目・事業費52億7千万円 

 
市町村合併により全市域が指定 
・東海地震防災対策強化地域 
・東南海・南海地震防災対策 
推進地域 

 

・市域の拡大 
・中山間地域面積の増加 

土砂災害、孤立集落 

迅速な情報伝達体制の構築 
 
 

・道路、橋梁、上下水道施設等の耐震化 
        ↓ 
「新」地震対策アクションプランの策定 

①市民、企業、行政の共働による防災対策の推進  
  自助、互助、公助の役割分担と協働による防災対策の推進 
 
②地震に強いまちづくりの推進 
  住宅等の耐震性向上、山間地域の孤立対策、 
  社会基盤施設及び都市構造の耐震化 
 
③災害対策活動への備えの強化 
  迅速かつ的確な応急対策活動のための事前準備、実践的な 

対応方法の具体化 

基本方針 

目 標 

平成１４年４月 平成１７年４月 

 

《新たな課題》 

《継続が必要な事業》 

  

 

Ⅰ 予防対策……市民の生命と財産を守る 

Ⅱ 応急対策……被災後の市民生活を守る 

Ⅲ 復旧・復興対策 

……市民生活を安定させる 

基本理念 
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■「新」地震対策アクションプラン（平成１８年度～平成２０年度）の概要                  

１ 防災意識の普及・啓発の推進 区分 事業計画費  区分 事業計画費 

❒土砂災害ハザードマップを作成し、地震等による危険な区域を市民に周知する。       〈社会部〉 

❒県の行なう土砂災害防止法による「警戒区域」「特別警戒区域」を指定するための事業の推進協力と市民へ

の周知を図る。                                                〈建設部〉 

❒家具転倒防止対策の必要性を防災訓練時やセミナー等を通じ啓発用品の配布等によりＰＲする。                              

〈社会部〉 

❒災害時徒歩帰宅者支援対策として徒歩帰宅支援ルートマップを作成する。              〈社会部〉 

新 

規 

１６７ 

百万円 

❒生活物資、防災資機材などの公共備蓄等の整備を行なう。            〈社会部〉 

  （目標備蓄食糧 168千食、防災倉庫１箇所） 

❒災害時用マンホールトイレ及び資機材の整備を行なう。（整備予定１０箇所） 〈社会部、上下水道局〉 

❒災害発生時の応急救護用医療機材、医薬品の配備・管理を行なう。      〈福祉保健部〉 

継 

続 

3４２ 

百万円 

事業数 ２３事業（ソフト事業18、ハード事業5） 新規５ 継続18  

※H15～17；３３事業 522百万円 

❒自主防災会の育成と結成促進                                   〈社会部〉 

❒防災学習センターを活用した啓発を行なう。                          〈消防本部〉 
継
続 

５ 災害時要援護者対策及びボランティア支援体制の確立    

❒災害時要援護者避難支援計画の整備                      〈社会部〉 新規 

7百万円 

事業数 １７事業（ソフト事業１７） 新規４ 継続１３        ※H15～17；17事業 30７百万円 ❒災害時要援護者登録制度を活用し、自治区及び民生児童委員と連携した災害時要援護者の支援体制の普

及と定着を図り、合併町村へも普及する。                   〈福祉保健部〉 

❒外国人に対する防災知識の普及・啓発と情報伝達体制及び通訳派遣体制を構築する。 〈社会部〉 

❒ボランティア相互間の調整等の能力を有する災害ボランティアコーディネーターの養成とネットワー

ク化を推進する。                           〈社会部〉 

❒災害時要援護者用避難施設として福祉施設の活用の拡大を図る。        〈福祉保健部〉 

継 

続 

２ 情報収集・伝達体制の強化 

❒防災行政無線を新たに整備し、デジタル化による全市統一の防災情報収集・伝達システムを構築する。                                            

〈社会部〉 

❒消防救急無線のデジタル化による新たな通信体系を検討する。                  〈消防本部〉 

新 

規 

3,40０ 

百万円 

❒災害情報支援システムの早期構築を図る。                            〈社会部〉 継続 

事業数 ５事業（ソフト事業４、ハード事業1） 新規２ 継続３     ※H15～17；９事業 25百万円 事業数 ５事業（ソフト事業５）  継続４  新規１        ※H15～17；12事業 5百万円 

３ 耐震化対策の推進 ６ 関係機関及び民間事業所等との連携の強化 

❒広域避難地に指定されている公園を防災公園として整備し防災機能の充実を図る。 

 （毘森、西山、加茂川、中央、平山、土橋、井上公園）                        〈建設部〉 

❒簡易水道給水区域の水道施設に対し耐震対策を実施する。                  〈上下水道局〉 

新 

規 

6,312 

百万円 

❒地震対策事業者連絡会等関係事業者との対応訓練など連携を強化する。      〈社会部〉 継続 

－ 事業数 ２事業（ソフト事業２）  継続２          ※H15～17；９事業 １百万円 

７ 被害調査体制の整備  

❒工業被害、商業施設被害調査等情報収集のマニュアル化を行なう。        〈産業部〉 新規 

 

８０万円 

❒合併により必要となった幼・保育園、小中学校及び交流館等の公共建築物の耐震診断、耐震 

補強を実施する。【合併町村小中学校、交流館等公共建築物】               〈関係部署〉 

❒地震により倒壊する恐れがある木造住宅の耐震診断を無料で実施する。また木造住宅の耐震改修費用、危

険住宅の解体費の一部を補助する。【耐震診断 1,200棟、耐震改修補助 240棟】   〈都市整備部〉 

❒道路、橋梁、河川、上下水道、農・林・水・産施設等の耐震補強を実施する。       〈関係部署〉 

 【道路対策工 37箇所、防災点検 750箇所、橋梁対策工 38橋、下水道 12施設 他】 

継 

続 

❒被災建物及び宅地の応急危険度判定体制の運用と応急危険度判定士などの養成を進める。  

（毎年 宅地判定士 3名、被災建物応急危険度判定士 2名を養成確保）    〈都市整備部〉 
継続 

事業数 ６事業（ソフト事業６） 新規１ 継続５          ※H15～17；３事業 １万円 

８ 公共施設における防災応急体制の確立  

❒関係各部署において策定された地震防災応急対応マニュアル等を各対策部で実施する図上訓練の検証

により随時見直しを行なう。                    〈関係部署〉 
継続 

－ 

事業数 ３２事業（ソフト事業９、ハード事業2３） 新規４ 継続2８  

※H15～17；３３事業4,39３百万円  

９ 復旧・復興体制の整備 

❒速やかな災害復興のため、支援策、相談窓口の開設など復興計画を策定する。〈関係部署〉 継続 

― ４ 災害応急対策の充実 事業数 ４事業（ソフト事業４） 継続４               ※H15～17；８事業 78万円 

❒地震により孤立となる恐れのある地区の調査と情報機器の整備をする。 

              〈消防本部、社会部〉 

❒防災用ヘリコプターの夜間も運用可能な離発着場を確保する。       〈消防本部〉 

❒災害発生時の犬猫等の保護対策を実施する。                  〈福祉保健部〉 

❒災害時に発生する一般廃棄物等の収集・運搬を迅速、適切に実施するための体制を整備する。 

                                                 〈環境部〉 
 

新 

規 

 10 職員教育及び防災訓練の充実 

❒東海地震注意情報から地震発生に対応した市民総合防災演習を実施する。     〈社会部〉 

❒災害対策本部体制における自らの役割を習得する職員の訓練を実施する。     〈社会部〉 
継
続 

21 

百万円 事業数 ５事業（ソフト事業５） 新規１ 継続４       ※H15～17；４事業 １７百万円 

◎ 総事業項目 ９９事業（予定事業数）            ※平成１５～１７年度事業 

（ソフト事業７０、ハード事業２９）             総事業項目 １３２事業 

（新規事業１８、継続事業８１）               総事業費  約５２億７千万円 

総事業費  約１０２億５千万円（平成１８～２０年度概算事業費） 

 



- 15 - 

 

 

豊田市地震対策会議は、防災行政無線の整備、公共施設等の耐震化対策を盛り込み、計画

期間を平成１８年度から平成２０年度までの３年間とする（新）地震対策アクションプラン

を策定した。 

このプランは、 

①現在の地震アクションプラン終了後も継続的な地震対策事業の必要性 

②合併により全市域が東海地震防災対策強化地域、東南海・南海地震防災対策推進地域に   

に   指定されことに伴う旧町村エリアにおける地震対策事業実施の必要性 

③防災行政無線の仕組が旧市町村ごとに異なることによる住民への情報伝達体制の統一化

が   の必要性 

 の理由により、今後早急に実施すべき地震対策事業を、担当部局、概算事業費、事業実施

年度を明確にし、１０の基本方針毎に体系化したものである。 

  

なお、計画の進捗管理は、毎年度、豊田市地震対策会議において実施する。 

 

■【計画概要（新・現アクションプラン比較）】 

区  分 現地震対策アクションプラン 新地震対策アクションプラン 

策定年度 平成１５年２月 平成１８年２月 

策定理由 

東海地震強化地域指定 

（平成１４年４月） 

① 事業継続 

② 合併エリア対応 

③ 防災無線統一 

計画期間 平成１５年度～平成１７年度 平成１８年度～平成２０年度 

事業項目数 

 

１３２事業 

９９事業 

新規事業 １８ 

継続事業 ８１ 

総事業費 
約５２億７千万円 

（平成１７年度見込み含む） 

約１０２億５千万円 

（計画ベース） 

 

■【主な事業（概算事業費は計画期間ベース】 

（１）合併市町村で異なった種類、周波数の防災行政無線を統合 

概算事業費 約３４億円 

（２）耐震化対策の推進     

概算事業費 約６３億円 

・合併町村エリア小中学校、交流館等公共建築物の耐震補強工事 

・道路、橋梁、上下水道、農林施設等の耐震補強工事 

・昭和５６年以前建築の木造住宅への無料耐震診断及び耐震改修補助 

 

■【年次計画】 

区   分 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

概算事業費 約１８億４千万円 約５８億５千万円 ２５億６千万円 
 

 
 

「新地震対策アクションプラン」について 
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（１）地震による孤立集落への対応 

合併により中山間地域が増大し、土砂災害危険箇所等が増加したため、そこに立地し、

孤立する恐れの高い集落への対策が必要である。 

①孤立地区調査と対応 （新規事業） 

孤立の恐れのある地区の、道路状況・地理・夜間も運用可能な緊急時ヘリポ

ートの調査を行い、避難経路・優先道路の指定・道路防災対策工を行う。       

②土砂災害危険箇所等の市民への周知 （新規事業) 

ア  県が調査し指定する急傾斜地等土砂災害に関する「警戒区域」「特別警戒区

域」の指定事業の推進を行う。                         

イ  危険箇所等を明記した地図（土砂災害ハザードマップ）を作成し、市民に

配布・周知する。 

（２）情報収集・伝達システム等の整備 

現在の防災行政無線は、旧市内と６旧町村で全て種類、周波数が異なるため、全ての

住民への情報伝達が一斉にはできない。よって、これを統制可能なように早急に全市統

一のシステムを構築する必要がある。 

災害時、避難場所における避難者情報は現在紙ベースで処理されているため、外部か

らの安否確認への対応に時間がかかるなど欠点がある。これをネットワーク化されたパ

ソコンで処理することにより、的確に避難者の情報を把握し迅速に対応できるメリット

が生ずる。 

この避難者情報管理システム及び被害情報管理システムを開発し、両方をあわせて災

害情報支援システムとし、災害応急対策の迅速化を図る。 

①防災行政無線を統合し、全市統一のシステムを構築する。（新規事業） 

②消防無線についてデジタル対応の新たな通信体系を構築する。（新規事業） 

③正確で迅速な災害情報等の収集・伝達体制を確立するために、災害情報支援シ

ステムの早期構築を図る。（継続事業）  

（３）耐震化対策の推進（継続事業で合併エリアへの事業拡大） 

合併町村は、東海地震強化地域指定からは全て外れ、東南海・南海地震推進地域指定

は旧下山村、旧藤岡町が指定されていたが、地震対策は進んでいなかった。このため合

併町村の公共建築物及び道路、橋梁等の耐震化を旧市内と同等に実施する。 

①合併町村の公共建築物（小中学校等）耐震対策事業 

②道路、橋梁、河川、上下水道・簡易水道施設等の耐震化対策事業 

（４）災害応急対策の充実 

（３）と同様な理由で、備蓄及び自主防災会の育成に関して旧市内と同等に実施する。 

①公共備蓄（食糧・資機材）及び自主防災会資機材整備について、合併町村分も

含めた配備を行う。（継続事業で合併エリアへの事業拡大） 

②災害用マンホールトイレ及び資機材の整備（旧市内のみ継続事業） 
 

 

 

 

 

新地震対策アクションプランの特徴事業 
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（７）視察調査 

本委員会は、委員会の現地調査として、新潟県中越地震の被災地であり、地震対策

の先進地である新潟県長岡市及び三条市並びに災害対応力で高評価（防災力ランキン

グ１位）の東京都荒川区について調査を行った。また、県内の安城市において安城市

議会地震等災害対策本部設置要綱などの整備状況について調査した。 

具体的な調査事項は、次表のとおりである。 

 

■ 調査事項 

調査都市 調査事項 

新潟県長岡市 

防災力の強化の取組みについて 

 ・中越地震の教訓を生かした防災 

 ・合併等による市域の広域化に伴う対策 

 ・中山間地域対策（孤立化、情報・通信伝達など） 

・ながおか市民防災センター 

新潟県三条市 

減災対策の推進について 

 ・自主防災組織の育成 

 ・緊急告知 FMラジオ及び戸別受信機の整備 

 ・地域防災力強化事業（ハザードマップの見直し） 

・安心安全公共コモンズシステム構築事業（災害情報等の迅速な

伝達システムの構築） 

東京都荒川区 

「地域防災力の向上策の取組みについて」 

 ・防災組織、総合震災訓練の強化の取組 

 ・防災無線の再構築の概要 

 ・防災（自助、共助）に関する区民への啓発活動 

・その他特徴的な取組み等 

愛知県安城市 

安城市議会地震等災害対策本部設置要綱について 

・要綱の概要、設置経緯等について 

・安城市地震等災害対策本部とのかかわり方など災害対策本部と

の連携について 

 ・議会、議員の具体的な役割等について 

 ・要綱設置による成果について 

・今後の課題及び取組みについて 
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■ 視察調査の内容  

 

 

（１）中越大震災の概要 

●名称 平成１６年新潟県中越地震 

●発生 平成１６年１０月２３日（土）午後５時５６分 

●震源･規模 北魚沼郡川口町地内 深さ１３㎞ マグニチュード６．８ 

●各地の震度 

（震度７） 川口町 

（震度６強）小千谷市、山古志村、小国町 

（震度６弱）長岡市、十日町市、栃尾市、三島町ほか８町村 

（２）中越地震の特徴 

●大きい余震の多発 ●地盤災害  ●宅地を含む居住崩壊 

●中山間地の災害  ●地震と豪雪による複合災害 

（３）被害状況【人的被害と住家の被害】 

区   分 新潟県全体 長岡市 

死   者 ６８人 ２８人 

負 傷 者 ４，７９５人 ２，４３８人 

住 

家 

被

害 

全   壊 ３，１７５棟 ２，１９７棟 

大規模半壊 ２，１６７棟 １，４５７棟 

半   壊 １１，６４３棟 ７，０５２棟 

一部損壊 １０４，６１９棟 ５８，８３９棟 

建 物 火 災 ９件 ７件 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【長岡市が独自に取り組んだ対策】 

●地元放送局による情報発信 

 ・市災害対策本部会議を生中継（会議をマスコミに公開） 

 ・被害状況、イベント、復旧関連情報などを放送 

●仮設住宅団地にデイサービスセンター機能を整備 

 ・通所介護、訪問介護、配食サービス、介護予防、各種相談、地域交流 

 ・社会福祉法人に２４時間体制で委託 

 ・利用者数 延べ２１，４８７人 

●在住外国人に対する支援策の実施 

 ・外国人向け放送（英語、ポルトガル語、中国語など） 

●臨時災害対策用ＦＭ（コミュニティＦＭ利用）放送局の開設 

 ・被災者等に災害対策情報や被災者救援のための生活情報を提供 

１ 新潟県長岡市の取組 
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 （４）長岡市防災体制の強化に向けた取組 

  

 

 

 

 （５）防災体制強化の指針「５つの柱」の主な取組事例 

●地域防災計画の見直し 

   ①災害予防と減災対策を重視 

   ②応急対策と避難環境の整備 

   ③救援物資の見直し 

   ④民間流通在庫の活用 

  ●各種災害対応マニュアルの作成 

   ①市災害対策本部設置･運営マニュアル、同本部事務局員マニュアル 

   ②避難所開設マニュアル 

   ③物資関連、救援物資対応マニュアル 

   ④その他小中学校の防災教材の作成 

●市民向け防災パンフレットの作成 

   ①市民防災のしおり 

   ②自主防災会結成と活動の手引き 

   ③洪水避難地図（洪水ハザードマップ）、土砂災害及び津波ハザードマップ 

  ④ハザードマップを活用した訓練の実施 

 

 

地域防災計画の見直しのポイント 

①災害経験を踏

まえた見直し 

②市町村合併に

対応した見直

し 

●災害予防と減災対策を重視 

●地域防災力の強化 

●災害情報伝達体制の整備 

●応急対策と避難環境の整備 

 

 ●災害対策本部機能の強化 

●地域特性に配慮 

【長岡市防災体制強化の指針】 

①災害予防と減災対策 

②地域防災力の強化 

③災害情報伝達体制の整備       

④応急対策と避難環境の整備 

⑤災害対策本部機能の強化 

  

「５つの柱」 
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●災害情報伝達体制の整備 

  ①緊急告知ＦＭラジオの無償貸与及び緊急割込放送 

  ②屋外拡声器の整備（ＦＭながおか２５基、防災行政無線１４８基） 

  ③衛星携帯電話の配備（孤立対策等のため支所、集落等に配備 計５８台） 

●避難所（学校体育館）環境の整備 

  ①出入口へのスロープ設置 

  ②ＣＡテレビ・電話・ＬＡＮ端末設置 

  ③受水槽に蛇口設置及びＬＰガス変換 

機に接続口設置 

  ④トイレ洋式化 

  ⑤防災物品の備蓄（地区防災センター） 

   ・発電機、投光機・毛布・車椅子・ＡＥＤ、簡易更衣室・授乳室 

  ⑥災害を想定し設計した先進的校舎の試み  

   ・体育館横に屋根付き広場、炊出用給食室の設置、避難エリア分離 

●中越市民防災安全大学の設立 

  ①地域の防災リーダー養成 

  ②市民安全ネットワークの形成 

 

（６）長岡防災シビックコア地区の整備 
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で

  

 

（１）新潟豪雤災害の対応状況の概要 

  ●災害対策本部設置  平成２３年７月２９日 １３時２５分 

  ●累加雤量 最大：笠堀地区１,００６㎜ 最小：大面地区２３９㎜  

●避難情報の発令状況  

７月２９日 避難情報の発令 

１３時２５分 浸水想定地区に非難準備情報発令（３０,１５１世帯） 

１５時２０分 市全域に避難準備情報発令、下田地区一部に非難勧告発令 

１５時４０分 浸水想定区域に非難勧告発令 

１８時１０分 市全域に非難勧告発令（３４,５４２世帯） 

７月３０日 避難情報の発令 

 ５時３０分 下田地区全域に避難指示発令（２,９４６世帯） 

  ●避難情報の伝達 

   ・同報系防災無線、コミュニティＦＭ緊急割込み放送、ケーブルテレビ字幕

放送、電子メール配信サービス、各種報道機関への周知、ドコモエリアメ

ール配信など複数の媒体を通じた情報提供 

   ・さらに危険地域では、車載スピーカーでの広報活動 

●避難所開設状況（自主避難を含む。） 

  ７３か所 ２，７９８人（最大時） 

  ●人的被害 

    死者 １、軽傷 ２ 

 ●住家等被害    

被害状況 被害棟数 被害状況 被害棟数 

全壊 １０ 床上浸水 １３ 

大規模半壊 ２ 床下浸水 １,５１６ 

半壊 ３９６ 浸水 ２７７ 

 

（２）災害に強いまちづくりを目指した対応状況 

  ●各種情報の収集 

   ①河川水位、雤量、ダム状況（インターネット、同報系防災行政無線システ

ムの災害情報収集システムで収集） 

   ②河川監視用防災カメラの設置 

   ③民間気象協会から気象予報の入手（委託契約） 

  ●情報分析･判断 

   ①河川水位、雤量、ダム状況一覧表の作成 

   ②非難情報発令基準、職員非常配備基準の数値化 

２ 新潟県三条市の取組 
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  ●情報の発進  

  ①同報系防災行政無線の整備、コミュニティＦＭ・ケーブルテレビとの連動 

  ②メール配信サービス 

  ③自治会内の連絡網の整備 

  ④緊急告知ＦＭラジオ、メッセージボード付き自動販売機の設置、河川情報表

示板の設置 

  

 

・起動電波を受信すると電源が自動でＯＮのなり、大音量で緊急告知放送

受信 

・同時にライトも点灯し、聴覚障害者の方への告知にも有効。停電時はラ

イトとして利用可能 

・風雤による雑音に影響なく、屋内放送を聞くことが可能 

・通常時は、ＦＭ専用ラジオとして利用可能 

 ●非難･誘導 

  ①避難準備（要援護者避難）情報の創設 

  ②災害対策（警戒）支部の設置 

  ③第１次・第２次避難所の優先的開設・職員配置 

  ④災害時要援護者への地域による支援 

  ⑤ハザードマップの作成 

   ・新たなスタイルのハザードマップ作成（三条市豪雤災害対応ガイドブック） 

   ・洪水ハザードに関する３つのマップを掲載 

     気づきマップ、浸水想定区域図、逃げどきマップ及び判定フロー 

     まるごとまちごとハザードマップ（浸水深を電柱等に表示） 

 ●他市町村との災害時相互応援協定 

  ①災害時における近隣市町村相互応援協定 

区 分 内     容 

応援事項 日用品、食料、資材、機械、器具の提供、職員の派遣 

協定先 新潟市、長岡市、新発田市、加茂市、燕市、五泉市、 

阿賀野市、佐渡市、聖籠町、弥彦村、田上町 

  ②遠隔地との災害時相互応援協定 

区 分 内      容 

応援事項 日用品、食料、資材、機械、器具の提供、職員の派遣 

被災者の受入、役所機能確保のため必要な施設･設備の提供 

協定先 三重県菰野町 

 

 

  

緊急告知ＦＭラジオの特徴 
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（１）災害に強い安全･安心の街づくり（主な取組や活動） 

取組及び活動 内      容 

防災区民組織 全ての町会（１１９団体）で組織化 

小型消火ポンプ 

１６９台のＤ級ポンプを設置し、初期消火能力

の向上と全小中学校（３４台配置）の児童生徒

の防災意識の啓発 

区民消火隊（Ｃ級ポンプ） 
消防団とは別の区民消火隊１０隊（自主編成）

の活用し避難道路等の延焼火災を防止 

避難援助体制（おんぶ作戦） 
昭和５８年設置。要援護者の避難を援助 

現在、５５のおんぶ隊が組織 

区民レスキュー隊 倒壊した家屋からの救助をする組織 

防災訓練の強化 

・総合震災訓練（中学生参加）  

・地域防災訓練（防災フェアなど） 

・避難所開設・運営訓練（実践的な合同演習） 

 

（２）防災無線（荒川区防災無線局）の再構築 

荒川区防災無線システムの体系 

防災行政 

無線局 

①周波数 

６０ＭHz帯 

固定系親局 
親局２台 

遠隔制御器４台 庁舎・防災センター 

遠隔制御機 

屋外スピカー 

１０４局 

個別受信機 

   １６３局 

学校・公園等 

 

区民事務所・学校 

②周波数 

４００ＭHz帯 

移動系基地局 
基地局２台 

遠隔制御器７台 
庁舎・防災センター 

移動系子局 

車載無線機６台 

携帯無線機２８台 

可搬型  １台 

車輌等に積載 

トランシーバー 

ボックスタイプ 

地域防災 

無線局 

③周波数 

８００ＭHz帯 

地域防災無線

統制局 

制御局２台 

遠隔制御器７台 庁舎・防災センター 

地域防災無線

子局 

半固定無線機 

２２３台 

庁舎・防災センタ

ー、区民事務所、 

学校、自治会等 

 

（３）防災に関する啓発活動 

防災講演会 毎年１月中頃の講演会を実施し区民に啓発 

防災訓練 中学生も参加できるメニューを用意し防災意識の啓発 

広報誌 ９月１日防災の日に広報による啓発 

 

３ 東京都荒川区の取組 
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（４）その他の取組 

  ●住宅用火災報知器の全世帯へ配布  

   ・平成１８年度～２０年度に全世帯に配布による防災意識の高揚 

●AED の設置促進 

 ・公共施設を中心に２８９台設置。２４時間営業の民間施設に１２か所設置 

  ●災害時地域貢献施設助成 

   ・平成２３年８月から洪水時の避難に３階建て以上の民間建築物を対象 

 ●家具類の転倒・落下防止金具取付助成 

   ・減災の取組の対策として１万円まで助成（区内業者が対象） 

●バケツリレー用の防火バケツの設置 

 ・６割の住家が木造住宅であり、住家密集、狭隘な道路という住宅環境を考

慮し、バケツリレーによる消火が有用と判断。バケツ１万個を購入設置 

  ●高所カメラの設置 

   ・災害時の早急な情報収集体制の構築 

  ●災害時応援協定の締結 

   ・災害時の応急対策の強化 

   ・緊急炊出し、飲料水使用、緊急輸送、燃料優先供給、工具類提供協定など

関係団体と締結 
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（１）安城市議会地震等災害対策本部設置要綱の整備状況 

  ●設置経緯等 

   ・２会派の議員から防災対応に関し、災害時の議員の行動マニュアルについて

の要望を受けた。 

・その結果、議長から議会改革検討委員会（議員９名で構成）に対し諮問する。 

   ・東京都文京区の文京区議会地震等災害対策本部設置要綱をたたき台として、

１年間かけて事務局素案を作成し、同検討委員会で設置した。 

  ●要綱の概要 

   ・要綱第２条の設置において、文京区同様に市の対策本部が設置された場合に

設置することができるとする裁量を認める規定とした。 

   ・要綱第３条第３号の被災地等での調査活動が主たる議員の役割となる。 

   ・要綱第４条の組織では、当初は本部員を常任委員長等議員の一部を対象とし

ていたが、全議員を充てるよう改正している。 

   ・要綱第９条委任では別に定めている事項等はない。 

   ・要綱作成時においては、市執行部局と協議し、負担等にならないよう調整した。 

 ●課題等 

   ・災害時の議員の行動については、公務性の有無を議論した結果、公務性を認

めないこととした。 

   ・本部を設置した事例はなく、有用性は現在のところ未確認である。 

   ・改選議員の新人議員研修で要綱の説明をしたが、具体的な基準がなく不明点

や疑問点が発生するなど、要綱の見直しをする予定である。 

●安城市議会地震等災害対策本部設置要綱 

  安城市議会地震等災害対策本部設置要綱は、次のとおりである。 

 

４ 愛知県安城市の取組 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、安城市議会地震等災害対策本部（以下「本部」という。）の設置

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 安城市議会議長（以下「議長」という。）は、地震等の大災害により、安城市

災害対策本部（以下「市対策本部」という。）が設置された場合において、これに協

力する必要があると認めるときは、安城市議会内に本部を設置することができる。 

（所掌事務） 

第３条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。 

（１） 情報を収集し、市対策本部と密接な連絡をとること。 

（２） 市対策本部と協力し、円滑な災害対策の推進を図ること。 

（３） 被災地、避難場所等の情況調査を行うこと。 

（４） 災害関連議会の運営の円滑化を図ること。 
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（組織） 

第４条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は、議長をもって充て、本部を代表し、その事務を総括する。 

３ 副本部長は、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、

その職務を代理する。 

４ 本部員は、本部長及び副本部長を除く全議員をもって充てる。 

５ 本部員は、本部長の命を受け本部の事務に従事する。 

（本部員） 

第５条 本部員は、本部が設置されたときは、自らの安否及び所在又は連絡先を明らか

にするとともに、速やかに連絡体制を確立するものとする。 

２ 本部員の所掌事務は、原則として別表第１のとおりとする。 

（班） 

第６条 本部長は、別表第１に規定する安定期において、本部に総務企画班、経済福祉

班、市民文教班及び建設班を置くことができる。 

２ 各班は、班長、副班長及び班員をもって組織する。 

３ 班長は、班を代表し、その事務を総括する。 

４ 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときは、その職務を代理する。 

５ 班長、副班長及び班員は、別表第２に掲げる職にある者をもって充てる。 

６ 各班の所掌事務は、別表第３のとおりとする。 

（要請） 

第７条 市対策本部に対する要請は、緊急の措置を要する事項を除き、本部長を通じて

これを行うものとする。 

（協議） 

第８条 市対策本部から本部としての判断を求められた事項については、本部長及び副

本部長で協議し、対応するものとする。 

（事務局） 

第９条 本部の事務を処理するため、事務局を議会事務局に置く。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 
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別表第１（第５条関係） 

期間 所掌事務 

初動期 
災害発生日から起算し

て３日目までの期間 

地域掌握が完了するまでの被災地における救出・救護

活動に関すること。 

展開期 

災害発生日から起算し

て４日目から７日目ま

での期間 

１ 本部との情報交換に関すること。 

２ 被災地、避難所等における状況調査に関すること。 

３ 被災地、避難所等における情報収集及び要請事項

の報告に関すること。 

４ 被災者に対する相談及び助言に関すること。  

５ 本部会議の開催に関すること。 

安定期 
災害発生日から起算し

て８日目以降の期間 

１ 第６条に規定する班による市対策本部への協力

に関すること。 

２ 全員協議会の開催に関すること。 

３ 被災地、避難所等の視察に関すること。 

４ 市への要請に関すること。 

５ 国、県等への要望等に関すること。 

６ 臨時会の開催に関すること。 

 

別表第２（第６条関係） 

班名 班長 副班長 班員 

総務企画班 
総務企画常任委員会委

員長 

総務企画常任委

員会副委員長 

総務企画常任委員会委員（委

員長及び副委員長を除く。） 

経済福祉班 
経済福祉常任委員会委

員長 

経済福祉常任委

員会副委員長 

経済福祉常任委員会委員（委

員長及び副委員長を除く。） 

市民文教班 
市民文教常任委員会委

員長 

市民文教常任委

員会副委員長 

市民文教常任委員会委員（委

員長及び副委員長を除く。） 

建設班 建設常任委員会委員長 
建設常任委員会

副委員長 

建設常任委員会委員（委員長

及び副委員長を除く。） 

 

別表第３（第６条関係） 

班名 所掌事務 

総務企画班 
安城市災害対策本部要綱（以下「災害対策本部要綱」という。）別記２に

規定する所掌事務のうち、総務部及び企画渉外部への協力に関すること。 

経済福祉班 
災害対策本部要綱別記２に規定する所掌事務のうち、福祉援助部及び経済

支援部への協力に関すること。 

市民文教班 
災害対策本部要綱別記２に規定する所掌事務のうち、市民安全部、文教対

策部及び避難所部への協力に関すること。 

建設班 
災害対策本部要綱別記２に規定する所掌事務のうち、建設部、都市対策部

及び上下水道部への協力に関すること。 
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（８）課題 

本委員会において、これまで実施してきた調査の結果を項目ごとにまとめた課題

を整理すると、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防災行政無線は地区により聞こえない地区が全体で２割弱あるなど、期待する成果を

果たせていない。 

・防災行政無線による全市域画一的な情報伝達の方法を見直す必要がある。 

・平野部地域と山間部地域で情報伝達の方法を変更する必要がある。 

・高齢者など情報提供手段として、携帯メールを使わない場合の対応を検討する必要が

ある。 

・情報伝達多角化により、情報が確実に市内全域に伝わるようにする必要がある。 

・防災行政無線、エリアメール等の伝達手段を含め、必要な情報が確実に全域に届くか

確認する必要がある。 

・非常事態では市民への情報の伝達や提供は大切な要素であるので、各種情報伝達機能

を使って危険をいち早く市民に伝達する必要がある。（例えば、長岡市はケーブルテ

レビで災害対策本部の状況を放映している。） 

・情報は屋内できくことができることが一番であり、情報発信や伝達には緊急告知ＦＭ

ラジオや防災行政無線戸別受信機の導入が効果的である。 

 

 

 

・防災訓練が行事化・形骸化しているので、実践的訓練を行う必要がある。 

・防災訓練や避難所運営の初動マニュアルやガイドラインを明確に示す必要がある。 

・定期的な訓練等により身体で体験することも重要だが、順番としてマニュアル等を最

優先で整備する必要がある。 

・訓練回数を増やし、機動力をあげる必要がある。平常時から様々な活動を通じて連携

を図る必要がある。 

・平常時における対応や訓練が減災につながるので、地域を巻き込んだ効果的な防災訓

練を実施する必要がある。 

・啓発という観点から、防災や避難訓練などは一番大事な視点であるが、地震対策アク

ションプランでは触れられてない。 

・防災訓練は啓発という観点から市民全員参加を基本として実施する必要がある。 

 

①情報伝達手段 

②防災訓練の見直し･あり方 
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・水害を避けるため七州城を高台に移築している例にもあるように、先人の教え（過去

の経験）を生かす必要がある。 

・風水害と火災とで避難の指定場所が違うが、いざという場合に間違いや判断の誤りも

生じるので、市民に十分に啓発、周知徹底ができているか問題である。また、誘導に

関してもとっさに判断できるか問題である。 

・中心市街地に住む市民が災害に対する危機感の意識を持つことが必要であるので、各

種マップを見るだけ、配るだけでは不十分である。特に、中心市街地を危険地域に指

定することも検討する必要がある。 

・地震はいつ発生するかわからないので、耐震化されていない施設の情報を市民に知ら

せる必要がある。 

・避難勧告、指示といっても市民への周知が不十分である。 

・いろいろな機会を通して、防災意識の高揚につながる啓発活動を実施する必要がある。 

・防災講演でも触れたが、猿投断層の理解が不可欠である。 

 

 

・中心市街地周辺は低地であり指定避難場所として不適切であり、高台に設置するよう

検討する必要がある。また、地震で河川が決壊することも想定する必要がある。 

 

 

 

・地震対策アクションプランには子どもや生徒への配慮や対応に触れていないので、対

応策を検討する必要がある。 

・小さいときからの防災教育をこども園や小中全校で実施する必要がある。 

・長岡市の小中学校用の災害対策教材も年齢に応じた内容で大変よくできており有効で

あると感じたので、防災教育の教材作成の参考とする必要がある。 

 

 

 

・災害時には自助、共助といったソフト面を重視した対策を講ずる必要がある。 

・地域のコミュニケーション、結束力などソフト面の強化が何より大切であり、普段か

ら災害に対する危機意識を持たせる活動を実施する必要がある。 

・地域や単位ごとで地域特性を反映した役割や動きが必要である。 

・災害マップ作成や防災訓練も重要だが、自分の身は自分で守るという根本の意識・姿

勢を促す啓発等を推進する必要がある。 

・東日本大震災だけでなく過去の震災を教訓とする必要がある。 

③市民啓発、周知 

④避難場所の設定 

⑥自助、共助、危機意識の醸成 

⑤防災教育、生徒への対応 
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・平成１５年度の東海、東南海連動の想定では、６万人の帰宅困難者が発生することが

予測されており、帰宅困難者の問題についても検討する必要がある。 

・食糧６万食分の用意や帰宅支援ルートマップもコンビニ等に設置するとしているが、

現状では受入先は避難所や事業所待機であり、大きな問題である。 

 

 

・議員については、地域の声を行政に繋げるパイプ役としての役割があり、市民に情報

を正確に伝えることが重要である。 

 

 

・地震発生時には、医師会員は市医療救護計画に基づき参集することになっているが、

医師会員の防災訓練等への参加者が尐なく、実効性が疑問である。 

・訓練を実施していることすら知らない医師もいると考えられるので、医師会に任せる

だけでなく、市が医師会へ積極的に投げかけを行うなど訓練の周知や医師会員同士の

連携・促進等を図る必要がある。 

・応急救護所は交流館、支所等となっているが、建物が使えない場合の対応や計画につ

いて検討する必要がある。特に、診察用テントの保有、保管などや雤天時における医

薬材料の管理保管などしっかり準備する必要がある。 

・タイの洪水被害の報道では避難所にドーム型テントを多数設置している映像があった

が、プライバシーも守れ、費用負担も尐ないと思われるので、備蓄備品に加えるよう

検討する必要がある。 

 

 

 

・現在、自助、共助等を主として、市民参加に重点をおいた条例制定の取組等が進めら

れているが、市民への意識啓発を中心とした実効性を伴う内容となるよう要望する。 

・また、議会としてもその責務や果たすべき役割を検討しているところであるので、条

例の制定にあたっては情報等連携のうえ進めるよう要望する。 

 

 

 

・中山間地域では地域的、地理的特性として、次のような危険性や困難性がある。 

ア 地形的要因による土砂災害の多発や現地確認、復旧時における二次災害 

イ 国県道等寸断時の迂回路の不足と迂回路における山崩れ等 

ウ 交通遮断に伴う孤立化 

エ 山間エリアで目標物がないことによる災害箇所の特定 

⑧議員の役割 

⑨災害時の医療救護体制の確立 

⑩条例制定に係る要望 

⑪中山間地域孤立化に対する対応策 

⑦帰宅困難者問題 
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・特に、情報伝達に関しては、次のような問題がある。 

ア 防災行政無線の可聴区域が狭く、重要な情報を市民に伝達することが困難 

イ 遠隔の避難所等に対する情報提供手段の不足 

ウ 市、県、警察、消防団等、関係機関における情報共有の仕組が不完全 

・また、災害時における支所体制については、次のような課題がある。 

ア 道路の寸断により特に遠方の職員が参集できず、災害時の体制及び人員確保が困難 

イ 警察・マスコミ等の照会対応に追われ、人員不足で情報収集、現地調査、避難指示

等が困難 

ウ 道路、水道等の施設に関する専門知識がなく、迅速な対応が困難 

エ 合併により支所体制が縮小しており、情報伝達を含め、災害が発生したときの職員

体制が不十分である。特に、地元出身の支所職員が減尐し、電話通報等では現場状

況の把握が困難 

・以上から、中山間地域については、次の対策に優先的に取り組む必要がある。 

ア 災害対策本部（地区対策班）の体制の確保 

イ 防災行政無線戸別受信機の整備 

ウ 関係機関における情報共有・伝達の仕組の構築 

エ 集落の孤立化に備えた備蓄物資の充実と供給手段の確保 
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５ 提 言 

これらの調査結果を踏まえ、本委員会は、本市における東海地震、南海地震及び東

南海地震対策やこれらの連動地震対策並びに大規模又は突発的な災害対策の充実を

図り、市民の生命と財産を守る実効性の高い対応策とするべく、今後、取り組むべき

主たる事項について、次のとおり取りまとめを行った。 

 

● 提言事項 Ⅰ 

最初に、調査研究事項の「今後の防災体制（危機管理）のあり方について」は、次

のとおり提言する。 

 

（１）災害時の情報伝達体制の整備 

  防災行政無線については、交信機能や情報伝達機能など機能の有用性は十分に認

められるものの、調査結果から「市全域をカバーできていない」、「災害時に雤音

等で十分聞こえない」など地域によってはその有用性が達成できていない。また、

携帯電話を用いた災害メールサービス（エリアメール）による情報伝達についても

高齢者などそもそも携帯電話を使わない場合の対応や仮に加入していても登録者

数そのものが尐ないなどの問題点も多いことを確認した。 

以上のことから、「災害時の情報伝達体制の整備について」提言する。 

■ 防災行政無線には前述のような点から市全域をカバーできていないなど、特に

遠隔の山間地域をはじめ広域な市域を有する本市の特性から、多様な情報伝達方

式（エリアメール、ケーブルテレビ 、コミュニティＦＭ等）を用いて情報伝達

手段を確立し情報が確実に地域全域に届くことを検証するとともに、緊急告知Ｆ

Ｍラジオや衛星携帯電話の配備等により確実な災害情報の提供と土砂災害等に

よる道路通行遮蔽による孤立対策等のため情報伝達体制を整備すること。 

■ 地域的な特性を考慮した災害情報伝達システムを構築し、市民への広報活動を

効果的に行うこと。 

 

 (２) 実践的な防災訓練の実施 

  防災訓練については、中学校区を単位に実施する市民総合演習と各自治区を単位

に結成する自主防災組織が実施する防災訓練があるが、訓練が形骸化し、かつ実践

的な訓練とはいえず、訓練自体も行事化している。また、減災には平常時における

対応や訓練が大切であること、さらには市民への意識啓発という観点から防災訓練

への市民の全員参加を基本とする必要があることを確認した。 

■ 地域全体の防災力を高めるため、行政や消防など防災関係機関が中心となった

防災訓練だけでなく、自主防災組織が中心となった避難所開設や運営訓練など実

践に近い多様な防災訓練を実施する必要があること。また、啓発の観点から市民

参加を強く推進するなど防災訓練のあり方について検討すること。 

■ さらに、大規模な災害時に備えた防災訓練等（避難支援、避難行動等の基準を

含む。）の初動マニュアルやガイドラインを最優先で整備すること。 
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■ 地域力が減災につながる要素であるといわれていることから、平常時から地域

の連携（コミュニケーション）や支えあいなど共助の推進が図れるよう防災訓練

等地域活動支援をさらに推進すること。 

 

（３）中山間地域対策の充実 

中山間地域においては、地理的特性として土砂災害等が多発し、道路の寸断や通

信手段の途絶による集落の孤立という事態や過疎化という地域特性から高齢単身

世帯の増加に伴う情報伝達の困難性に加えて、避難誘導等を支援する消防団員等の

組織の弱体化という課題がある。 

また、地形的に防災行政無線の可聴区域が狭く、重要な災害情報を伝達すること

が困難であるうえに、遠隔の避難所等への情報提供手段の不足や防災関係機関との

情報共有の仕組自体が不完全という課題もある。 

  さらには、合併後、支所の職員体制が縮小しており、情報伝達を含め、災害発生

時の職員体制が不十分との意見もある。当然に、災害時の職員配置も必要最小限で

あり災害対応に十分な体制となっていない。加えて、道路通行網遮断という事態に

は特に遠方に住む職員の参集が困難であるうえに、道路、水道等の施設に関する専

門知識を有する職員が限られるため、迅速な対応が困難な状況にある。 

■ 中山間地域においては、土砂災害等が多発し、道路交通網の寸断や情報通信の

途絶により、多数の孤立集落が発生することが懸念されるため、孤立対策やライ

フラインの復旧方策について、関係機関とともに十分に検討し、その充実を図る

こと。 

特に、情報伝達については、防災行政無線戸別受信機の整備、防災関係機関と

の情報共有や伝達の仕組みを構築すること。 

■ 物資の備蓄や補給体制については、広域的な被害による周辺からの物資輸送が

困難になることを考慮のうえ、避難生活支援対策が着実に実施できるよう地域ご

とに必要となる物資の備蓄や調達に関する具体的な計画を策定すること。あわせ

て、避難所などへの補給体制の確保などについても、具体的な対応策を検討する

こと。 

■ 災害時における対応を迅速に遂行するため、必要最小限の要員が確実に配置で

きるよう職員の配備体制を確立すること。職員の支所近辺への居住の検討や支所

近隣に在住する退職職員の活用策も含めて配備体制を検討すること。 
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● 提言事項 Ⅱ 

続いて、本委員会は巨大地震や大規模災害時における議会、議員のとるべき行動等

とともに、本市がとる防災体制（危機管理）とのかかわり方について調査研究を行っ

た。 

 

（１）市議会の災害対策本部設置要綱の必要性 

大規模災害時において、議員のとるべき行動や役割については、明確に定められ

た法令等は存在しないため、具体的な行動基準を示すマニュアル等の整備が必要で

あること。また、議会としても議員間の速やかな情報の共有や議員相互に連携して

効果的な活動を行うことができるよう議会災害対策本部の設置を検討すべきこと

が議論にあがったところである。 

 

特に、本市は６町村の合併によって山間地域を抱える広大な市域を有することと

なり、各議員が全市域の情報を迅速に入手しにくい状況にあるなど、非常時におけ

る的確な情報の一元化や情報共有は必要かつ重要なことである。 

 

また、災害時には議員の役割として何より正確な情報を地域へ届け、かつ地域の

被害状況等を市へ報告するなど情報の受発信は非常に大切な役割であるとの見解

で委員全員の意見が一致したところである。 

 

その結果、本委員会において大規模災害時における議会、議員のとるべき行動に

ついて、要綱の制定など行動基準を制度化する必要があるとの結論に至った。 

なお、議会が災害時の対策本部体制や本部設置要綱を定めている例は尐なく、今

回、視察調査を行った中越大震災を経験した長岡市、三条市においても制定してい

なかった。 

 

  以上の状況から、本委員会が設置目的を踏まえて、設置要綱を制定している安城

市議会へ視察調査等を行い、大規模災害時における議会、議員のとるべき行動につ

いての基準として豊田市議会地震等災害対策本部設置要綱（案）を策定したところ

である。 
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豊田市議会地震等災害対策本部設置要綱（案） 

 

豊田市議会地震等災害対策本部設置要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、豊田市議会地震等災害対策本部（以下「本部」という。）の設置に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）初動期 発生日から起算して概ね３日目までの期間 

（２）中 期 発生日から起算して概ね４日目から７日目までの期間 

（３）後 期 発生日から起算して概ね８日目以降の期間 

（本部の設置） 

第３条 豊田市議会議長（以下「議長」という。）は、地震等の大災害により豊田市災害対策本部（以

下「市対策本部」という。）が設置された場合において、これに協力するため必要と認めるときは、

豊田市議会内に本部を設置する。 

（本部の構成） 

第４条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。 

２ 本部長は、議長をもって充て、本部の事務を総括し、本部員を指揮監督する。 

３ 副本部長は、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理す

る。 

４ 本部員は、各会派の代表及び常任委員会（予算決算委員会を除く。以下同じ）の委員長をもって

充てる。 

５ 本部員は、本部長及び副本部長を補佐するとともに、本部長の命を受け本部の事務に従事する。 

６ 本部長は、災害等の程度を勘案のうえ、必要に応じて本部員を招集する。この場合において、本

部長は、随時に議員を本部員の要員として追加招集する。 

（本部の事務） 

第５条 本部は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。 

（１）議員の安否等の確認 

（２）市対策本部から災害情報の報告を受け、各議員に情報提供を行うこと。 

（３）災害情報を収集、整理し、市対策本部に提供すること。 

（４）被災地、避難場所等の状況調査 

（５）市対策本部と協力し、円滑な災害対策の推進を図ること。 

（６）必要に応じて、国、県等へ要望を行うこと。 
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（議員の行動） 

第６条 本部が設置された場合の議員（本部長、副本部長及び本部員を除く。）の行動は、次のとお

りとする。 

区分 議員の行動 

初動期 

・中期 

（１）自らの安否及び居所又は連絡場所を本部に報告し、連絡体制を確立すること。 

（２）被災地における支援活動等に関すること。 

（３）本部及び市対策本部の情報交換に関すること。 

（４）被災地、避難所等における状況調査に関すること。 

（５）被災地、避難所等における情報収集及び要請事項の報告に関すること。 

（６）被災者に対する相談及び助言に関すること。  

後期 次条第６項に規定する各班の所掌事務に関すること。 

（班の構成等） 

第７条 後期においては、本部に企画総務班、生活社会班、教育次世代班、環境福祉班及び産業建設

班を置く。 

２ 各班は、班長、副班長及び班員をもって構成する。 

３ 班長は、各常任委員会の委員長をもって充て、班を代表し、その事務を総括する。 

４ 副班長は、各常任委員会の副委員長をもって充て、班長を補佐し、班長に事故があるときはその

職務を代理する。 

５ 班員は、各常任委員会（委員長及び副委員長を除く。）の委員をもって充てる。 

６ 各班の所掌事務は、次表のとおりとする。 

班名 所掌事務 

企画総務班 
市対策本部の災害対策本部事務局、危機管理対策部、総務・情報対策部及

び広報・被害調査対策部並びに現地対策本部に関すること。 

生活社会班 市対策本部の地区対策部、上下水道対策部及び消防対策部に関すること。 

教育次世代班 市対策本部の子ども・ボランティア対策部及び教育対策部に関すること。 

環境福祉班 市対策本部の環境対策部及び福祉保健対策部に関すること。 

産業建設班 市対策本部の産業対策部、建設対策部及び都市整備対策部に関すること。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。 

 

付 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 
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■豊田市議会地震等災害対策行動基準（案） 

■ 地震等災害の発生時及び発生が予想される場合の豊田市議会議員の災害対策時の行動を示すものである。 

災害対策時の行動 

 

 

 

初動期 

 

 

 

 

 

中 期 

 

 

 

 

 

後 期 

（１月後） 

 

（３月後） 

１ 情報収集 
（１）市対策本部と連携、情報収集 
（２）議員の所在確認、連絡体制の確立 
（３）議員による情報収集 
（４）議員への情報提供 
 
２ 情報共有（情報交換など） 
（１）全員協議会等での議員への説明・報告 
（２）市からの情報提供・市への情報提供 
 
３ 調査･支援 
（１）被災地、避難所等の調査、支援 
（２）被災地、避難所等の情報、要請事項等

の報告連絡。支援方法・支援体制の整理 
（３）被災者に対する相談、助言等 

議員 本部 

●本部設置後は、本部の指示により行動する。 

○本部の必要に応じて参集する。 

○その間、地域で情報収集、活動支援等を行う。 

（１）自らの安否及び居所又は連絡場所を本部に

報告し、連絡体制を確立する。 

（２）各地域の被災地における支援活動等を

行う。 

（３）本部及び市対策本部と情報交換を行う。 

（４）被災地、避難所等における状況調査を

行う。 

（５）被災地、避難所等における情報、要請事

項等について、本部へ報告、連絡を行う。 

（６）被災者に対する相談、助言等を行う。 

●豊田市議会内に本部を設置する。 

○本部長及び副本部長は参集する。 

○本部員は必要に応じて参集する。 

○議員は必要に応じて追加参集する。 

（１）議員の安否等の確認を行う。 

（２）市対策本部から災害情報の報告を受け、

各議員に情報提供を行う。 

（３）災害情報を収集、整理し、市対策本部

に提供する。 

（４）被災地、避難場所等の状況調査を行う。 

（５）市対策本部と協力し、円滑な災害対策

の推進を図る。 

（６）必要に応じて、国、県等へ要望を行う。 

４ 支援体制･運営の円滑化 
（１）各班で支援体制の確立 
（２）引続き被災地、避難所等の調査、支援 
  の充実 
 

●本部及び班長の指示により行動する。 

○引続き、前記（３）から（６）までを行う。 

●本部に企画総務班、生活社会班、教育次世

代班、環境福祉班及び産業建設班を設置する。 

（１）全員協議会を開催する。 

（２）防災対応に係る特別委員会を開催する。 

（３）被災地、避難所等の視察を行う。 

（４）市へ要請を行う。 

（５）国・愛知県等へ要望等を行う。 

（６）臨時会を開催する。 

５ 復興支援の具体化 
（１）各班で調査事項の整理、市と連携 
（２）市へ復興支援策の提示 
（３）臨時会等開催 
６ 復興計画 
（１）国、県等への要望等 
（２）まちづくり計画等の見直し 
（３）地域への情報発信 

初動期（初動態勢） 発災１日目から概ね３日目まで 

中 期（応急態勢） 発災後おおよそ１週間まで 

後 期（復旧態勢） 発災後おおよそ１週間以降 
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■豊田市災害対策本部非常配備体制と連動した議員の行動･対応マニュアル（案） 

■ 議員の行動・対応マニュアルは、議員間の円滑な情報共有や議員相互の連携による効果的

な活動を行うことを目的とする。 

（初動期）【地震災害 非常配備体制】  

区分 事務局の対応等 議員の行動、対応 

第
１
非
常
配
備
体
制 

※東海地震関連情報(臨時)が発

表された場合 

・災害対策本部より情報収集 

・収集した情報を市議会議員、 

国、県議会議員へ 

・情報伝達（ＦＡＸ、携帯電話、

固定電話） 

（危機管理対策部副部長 

局長 ） 

 

危機管理対策部議会班 

１班班長 局長補佐  

２班班長 主幹 １ 

３班班長 主幹 ２ 

 

（調整担当） 

（本部長 議長） 

（副本部長 副議長） 

 

必要に応じ 

（本部員） 

 １ 会派の代表 

 ２ 常任委員会の委員長 

又は副委員長 

 

※市内で震度４を観測した場合 

 

・（対応は同上） 

第
２
非
常
配
備
体
制 

※東海地震注意情報に至ると思

われる情報が発表された場合 

 

・（対応は同上） 

 

（危機管理対策部副部長 

局長） 

 

危機管理対策部議会班 

（管理職以上）局長補佐  

 主幹  

副主幹  

班員  

（地区対策班、避難所対策

班除く。） 

（調整担当） 

（本部長 議長） 

（副本部長 副議長） 

必要に応じ 

（本部員） 

 １ 会派の代表 

 ２ 常任委員会の委員長 

又は副委員長 

（全議員） 

※中山間地域の議員は、現地

災害対策本部（支所、コミ

セン、交流館等）へ参集 

※市内で震度５弱を観測した場

合 

 

・（対応は同上） 

  

第
３
非
常
配
備
体
制 

※東海地震注意情報が発せられ

た場合 

※東海地震警戒宣言が発令され

た場合 

※市内で震度５強以上を観測し

た場合 

・（対応は同上） 

全職員 

（地区対策班、避難所対策班

除く。） 

 

 

同 上 

 

※（詳細は、次頁別掲） 

 

（中期・後期） 

応
急
活
動
期 

・災害対策本部より被災状況情報の

収集 

・各地区拠点施設との連絡により

議員状況を把握（各拠点施設又

は携帯電話による連絡） 

・議員へ活動情報の伝達（ＦＡＸ） 

班長…局長補佐 

集合職員 

（地区対策班、避難所対策班

等を除く。） 

班長 常任委員会の委員長 

副班長  〃 の副委員長 

班員   〃 の委員 

※現地災害対策本部（支所、

コミセン、交流館等）参集

議員等を除く。 

収
拾
期 

・災害対策本部より活動状況の収集 

・議員へ活動情報の伝達（ＦＡＸ） 
同 上 同 上 

回
復
期 

同  上 同 上 同 上 



- 39 - 

※（別掲） 

■大規模地震発生時の議員行動マニュアル（案） 
■初動時の参集及び活動基準 

議員は、テレビ・ラジオ等の報道の情報や自宅周辺の被害状況等により判断し、原則

として次の基準に基づき行動する。なお、豊田市議会災害対策支援本部（以下「本部」

という。）が設置された場合は、本部の指示に基づき行動する。 

震 度 参 集 基 準 

・震度５弱以上 

 

【本部】 

本部長及び副本部長は、市役所へ参集する。 

※ 本部員は、必要に応じて市役所へ参集する。 

※ 議員は、必要に応じて市役所へ追加参集する。 

※ 中山間地域の議員は、現地災害対策本部（支所、コミセン又は交

流館等）へ参集する。 

※ 参集できないときは、本部との連絡体制等を確立する。 ・震度５強以上 

 

 

■参集及び活動時の留意事項 

（１）服装、携行品 

防災活動に支障のない安全な服装とし、ヘルメット、手袋、懐中電灯、携帯ラジオ、

筆記用具、メモ帳等必要な用具等をできるかぎり携行する。また、個人用として、食料、

飲料水等を携行する。 

（２）交通手段 

原則として徒歩、自転車、バイクを利用する。 

（３）緊急措置 

火災、人身事故等緊急事態に遭遇したときは、人命救助等適切な措置をとる。 

（４）被害状況等の収集 

各議員は、被害状況や災害状況の情報収集を行う。 

 

震度階級 状況 

震度４ 
ほとんどの人が恐怖を感じ、身の安全を図り始める。座りの悪い置物が、

倒れることがある。 

震度５弱 
ほとんどの人が恐怖を感じ、歩行に支障が出始める。固定していない家具

が移動することがあり、不安定なものは倒れることがある。 

震度５強 

恐怖を感じ、大抵の人が行動を中断する。戸が外れたり、開閉できなくな

る。固定していない家具が倒れることがあり、窓ガラスが割れたり、補強

していないブロック塀が崩れることがある。 

震度６弱 

立っていることが困難になる。固定していない重い家具が動いたり、転倒

する。開かなくなる戸が多い。かなりの建物で、窓ガラスが割れ、壁のタ

イルが落下する。 

震度６強 
立っていることができず、はわないと動くことができない。耐震性の低い

住宅は、倒壊するものが多くなる。 

震度７ 

落下物や揺れに翻弄されて自由意志で行動できない。家具は揺れにあわせ

て移動し、耐震性の高い住宅、建物でも傾いたり、大きく破壊されるもの

がある。 
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６ おわりに 

平成２３年３月１１日の東日本大震災は、日本にとって物質的にも精神的にも大き

な被害をもたらしました。そうした状況の中で、日本人としての誇りや自制心で大き

な被害をその心で受け止め、新たな道を切り開くべく模索しているところです。 

本委員会は、こうした大災害に対して議員として、あるいは議会として何ができる

かを系統だてて構築すべく設置され、あるいは、豊田市における災害に対する危機管

理体制はこれで十分か、という視点で設置されたものと理解しています。 

今回は「災害対策」ということで調査研究してきましたが、本来は「危機管理体制

のあり方」から調査し、その一環として「災害対策」があるという考え方の方が理解

されやすいと考えます。そもそも豊田市における「危機管理」は、「豊田市」で起き

る様々な「危機」に対して対応すべきです。その中には公用車などによる事故、職員

による不祥事、公共建築物の建替え（財政措置）などなど種々さまざまですが、そう

したことに対応できる行政が今後求められると考えます。 

今回の調査研究が、更なる危機管理体制の充実へとつながることを切望し、本委員

会のまとめとする。 

 最後に、本委員会の調査研究半ばで亡くなられた山田和之委員のご冥福をお祈りい

たします。 
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１ 防災行政 

（１）主な法体系 

災害予防 災害応急対策 災害復旧 

 

 

 

 

・河川法 

 

【土砂災害対策】 

・砂防法 

・地すべり等防止法 

・急傾斜地災害防止法（※１） 

・土砂災害防止法（※２） 

 

【地震災害対策】 

・大規模地震対策特別措置法 

・地震防災対策特別措置法 

 

など 

 

 

 

 

 

 

【火災対策】 

・消防法 

 

【水害対策】 

・水防法 

 

 

 

 

 

など 

 

 

 

 

 

 

・激甚災害法（※３） 

 

・被災者生活再建支援法 

 

 

 

 

 

 

 

など 

※１ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 

※２ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 

※３ 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 

 

（２）防災計画の体系 

災害対策基本法に基づき作成される。 

 

                  策定・実施 

 

 

                  策定・実施 

 

 

                  策定・実施 

 

 

                  策定・実施 

 

 

災害対策基本法 

災害救助法 

防災基本計画 中央防災会議 

防災業務計画 
指定行政機関（中央省庁） 

指定公共機関 

地域防災計画 都道府県防災会議 

地域防災計画 市町村防災会議 

参 考 資 料 
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（３）豊田市地域防災計画 

ア 風水害等災害対策計画 

【構成】 

・総則（目的・方針、市の特質・災害要因、災害想定） 

・災害予防（防災協働社会の形成推進、水害予防対策、中山間地等における孤立対策、

避難者・災害時要援護者対策等） 

・災害応急対策（組織の動員配置、情報の収集・伝達、応援協力・派遣要請、救出・救

助対策、ライフライン対策等） 

・災害復旧（民生安定、災害復旧対策） 

 

イ 地震災害対策計画 

【構成】 

・総則（目的・方針、市の特質・災害要因、被害想定等） 

・災害予防（防災協働社会の形成推進、建築物等の安全化、中山間地等における孤立対

策、避難者・災害時要援護者対策等） 

・災害応急対策（活動態勢（組織の動員配置）、情報の収集・伝達、応援協力・派遣要請、

救出・救助対策、ライフライン対策等） 

・災害復旧（民生安定、災害復旧対策、震災復興都市計画） 

・東海地震に関する事前対策（災害対策本部の設置、資機材・人員の配備手配、発災対

策、応援要請等） 

 

ウ 付属資料編 

【構成】 

・注意すべき自然的･社会的条件 

・必要な施設・設備等 

・物資の備蓄及び調達 

・機械の保有及び調達 

・輸送車両党の保有状況等 

・要員の確保 

・防災組織等 

・協定書・覚書等 など 
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（４）大規模災害対応の概要 

■災害対策基本法に基づく役割 

 国（緊急災害対策本部） 

※著しく異常かつ激甚な非常災害（東日本大震災で初めて適用） 

 

 国（非常災害対策本部） 

※都道府県の段階では十分な災害対策を講じることが出来ないような災害 

 

 

 

    調整・ 

  指示 

  

    指定行政機関  

      要請    

 都道府県（災害対策本部） 

・災害対策本部の設置 

・医療、土木建築工事、輸送関係者への

従事命令 

・交通規制（公安委員会） 

・警戒区域の設定、立ち入りの制限・禁

止、退去命令 

・応急公用負担 

など 

 指定地方行政機関  

 要請   

 自衛隊 

応援要求  

 他都道府県 

要請  

 都道府県警察 

要請  

 都道府県教育委員会 

   

 

 

   

   応援要求   

 市町村（災害対策本部） 

・災害対策本部の設置 

・被害状況の報告 

・避難指示・勧告等 

・警戒区域の設定、立ち入りの制限・禁

止、退去命令 

・応急公用負担 

など 

 他市町村  

    

  出動 

命令 

 

 

 

要請 

  

指示 

 

  消防機関 

水防団 

 
警察官 

 市町村 

教育委員会 

 

     

住  民  

 

 

状
況
及
び
措
置

の
報
告 

状
況
及
び
措
置

の
報
告 

応
援
要
求
・
要
請 

指
示 

従
事
命
令 

応
急
措
置 

避
難
指
示 

応
急
措
置 

応
急
効
用
負
担
等 
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２ 豊田市災害対策本部 

（１）災害対策本部体制 

本部員会議 

本部長 ：市長 

副本部長：副市長、事業管理者、教育長 

本部員 ：部長級 

    

  災害対策本部事務局  

     

 危機管理対策部 本部員会議運営班、報道班、企画班、議会班 

 総務・情報対策部 
情報集計班、情報受理班、情報収集班、庶務班、 

人事班、管財班、契約班、出納班 

 広報・被害調査対策部 広報・被害調査１班～５班 

 地区対策部 

地域情報総括班、自治区対策班、外国人対策班、 

高橋支所班、高岡支所班、 

地区対策班（２６）、避難場所運営班（１１４） 

 
子ども・ボランティア対

策部 
ボランティア総括班、ボランティア支援班、保育班 

 環境対策部 
環境政策班、環境保全班、廃棄物対策班、 

ごみ減量推進班、清掃業務班、清掃施設班 

 福祉保健対策部 

総務班、保健活動班、生活福祉班、高齢福祉班、 

障がい福祉班、保健衛生班、感染症予防班、 

医療保険年金班、地域保健班 

 産業対策部 
産業労政班、商業観光班、農政班、農地整備班、 

森林班、卸売市場班 

 都市整備対策部 
都市計画班、交通政策班、都市整備班、 

都市再開発班、開発審査班、建築相談班、建築住宅班 

 建設対策部 道路班、河川班、公園班、地域建設班、木瀬ダム班 

 消防対策部 

消防指揮統制班、消防情報受理班、消防情報整理班、 

消防情報連絡班、消防通信指令班、足助消防班、 

北消防班、中消防班、南消防班 

 上下水道対策部 
総務班、広報班、給水班、管路班、施設班、地水班、 

下水班 

 教育対策部 
教育行政班、文化振興班、文化財班、スポーツ班、 

図書館班、美術館班、学校教育班、保健給食班 
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（２）配備基準 

ア 風水害等 

区分 配備基準 

準備体制 

１ 大雤注意報又は洪水注意報が発表された場合 

２ 台風以外の気象現象による暴風警報が発表された場合 

３ 災害対策本部事務局長が必要と認めた場合 

  （竜巻注意情報発表、河川水位の上昇時など） 

災

害

対

策

本

部 

第１非常 

配備体制 

１ 大雤警報又は洪水警報が発表された場合 

次の場合で、本部長が必要と認めたとき 

２ 突発的な災害等が発生した場合 

３ 小規模な災害の発生が予想される場合 

第２非常 

配備体制 

次の場合で、本部長が必要と認めたとき 

１ 台風による暴風警報が発表された場合 

２ 局地的に災害が発生した場合又は発生が予想される場合 

３ 矢作川はん濫注意情報（洪水注意報）が発表された場合 

４ 土砂災害警戒情報が発表された場合 

第３非常 

配備体制 

次の場合で、本部長が必要と認めたとき 

１ 広域的に災害の発生が予想される場合 

２ 矢作川はん濫警戒情報（洪水警報）が発表された場合 

第４非常 

配備体制 

次の場合で、本部長が必要と認めたとき 

１ 広域的に災害が発生した場合 

２ 市域全域にわたる甚大な災害が予想される場合 

 

イ 地震災害 

区分 配備基準 

災

害

対

策

本

部 

第１非常 

配備体制 

東海地震に関連する調査情報（臨時）が発表された場合 

市内で震度４を観測した場合 

第２非常 

配備体制 

次の場合で、本部長が必要と認めたとき 

東海地震に関連する調査情報（臨時）において東海地震注意情報に

至ると思われる情報が発表された場合 

市内で震度５弱を観測した場合 

第３非常 

配備体制 

１ 東海地震注意情報が発せられた場合 

２ 警戒宣言が発令された場合 

市内で震度５強以上を観測した場合 
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（３）情報伝達・応急対応体制 

 

 

 

 

 

                           対応依頼 

 

 

                      指示 

                                   市民等からの 

                                   情報 

 

                                   市（災対本部） 

                                   からの情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 被害情報等     情報伝達 

 

 

（４）避難場所 

避難場所 内     容 

ア 指定避難場所 

 

豊田市が指定する避難場所。避難場所運営班が配備され、資機材等の

整備を行う。 

イ 一時避難場所 

 

自治区が確保する、指定避難場所へ安全に避難できない場合の一時的

な避難に使用する場所又は集団避難する際の一時的な集合場所 

 

（５）災害用備蓄 

災害用備蓄 内     容 

ア 地区防災倉庫 

 

・１７箇所に設置 

・主に生活用品、資機材等を分散備蓄 

イ 交流館防災倉庫 

 

・旧市内２０交流館に設置 

・旧町村地区は支所設置の地区防災倉庫 

・主に非常食、飲料水等を分散備蓄し、必要に応じて地区内の避難場

所に輸送 

豊田市災害対策本部 

対策部・対策班 

市民等 

本部長 

本部員会議 

関係機関 

国 

 

県 

事務局 

自治区 

自治区対策班 

情報収集班 

情報集計班 情報受理班 各対策班 

地区対策班 

地域情報総括班 

避難場所運営班 

関係機関 
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ウ 指定避難場所防

災用倉庫 

・指定避難場所の小中学校等７７箇所に整備 

・主に避難場所運営用品等を備蓄 

 

３ 風水害、土砂災害 

（１）特に警戒する河川 

河川名 内     容 水位観測局 

矢作川 
・国土交通大臣が水防警報を行う河川 

・洪水予報の発令される河川（国土交通大臣指定） 
高橋 

逢妻川 
・知事が水防警報を行う河川 

・洪水予報の発令される河川（知事指定） 
－ 

籠川 ・水位情報の周知河川（知事指定） 京町 

逢妻女川 ・水位情報の周知河川（知事指定） 千足 

逢妻男川 ・愛知県水防テレメータ水位観測局 若林 

 

（２）過去の風水害 

ア 昭和４７年７月豪雤災害（昭和４７年７月） 

【人及び家屋の被害状況】 

市町村 
死 者 住家の被害            （棟） 

  （人） 全壊 半壊 床上浸水 床下浸水 一部損壊 

豊田市 9 37 45 1,492 2,821 99 

藤岡町 20 79 49 54 375 380 

小原村 31 127 145 169 419 159 

足助町 
3 

11 8 2 6 85 
行方不明 1 

旭町 － 10 8 14 54 － 

計 64 264 255 1,731 3,675 723 

 

イ 東海豪雤災害（平成１２年９月） 

【人及び家屋の被害状況】 

市町村 
死 者         住家の被害            （棟） 

  （人） 全壊 半壊 床上浸水 床下浸水 一部損壊 

豊田市 1 － 5 193 369 － 

藤岡町 － － － － 1 － 

小原村 － － － 1 6 － 

足助町 － － 1 13 25 6 

旭町 － － － 11 21 2 

下山村 － － － 2 6 － 

稲武町 － 4 6 26 65 － 

計 1 4 12 246 493 8 
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ウ 稲武地区突発災害 （平成１９年７月） 

【大雤・洪水警報・注意報等】 

   気象区分 種  別 発  表 解  除 

７月１２日（木） 
西三河北西部 

大雤・洪水警報 １１時４２分 

１８時１１分 大雤・洪水注意報 １７時１５分 

西三河北東部 大雤・洪水注意報 １１時４２分 

 ※ 突風により住宅等の屋根瓦の飛散や窓ガラスの破損、倒木などの被害が発生 

【降水量】１２日降り始めからの降水量及び最大時間雤量 

地  域 累積雤量 時間雤量 

西三河北西部 ６２mm（大畑） ２８mm（藤沢） 

西三河北東部 ６１mm（旭） ２８mm（足助） 

稲武 ５４mm ２７mm 

【被害状況】 

内  容 被害状況 備    考 

（１）停電 
大野瀬地区（約８０世帯）を除く稲武地域 

約９００世帯 

１３日 ２時４４分 

全世帯復旧 

（２）道路 

国道１５３号（一時通行止） 

市道８路線（一時通行止） 

林道４路線（一時通行止） 

１２日 １５時 解除 

１２日 １７時 解除 

１３日 １２時 解除 

（３）住宅 ３４戸（半壊１戸、屋根等の破損３３戸）  

（４）非住宅 ３０件（全壊４件、半壊４件、一部破損２２件）  

（５）けが人 １名（軽傷）  

 

（３）土砂災害警戒区域等 

 
土砂災害警戒区域 

 うち土砂災害特別警戒区域 

豊田市 １，３８３ １,１９８ 

愛知県合計 ２，６６３ ２,３５３ 

※平成２３年３月１８日告示分まで 

 


